
様式（１）-①

都市再生整備計画（第
だ い

３回
か い

変更
へ ん こ う

）

宮原
みや は ら

運動
う ん ど う

公園
こ う え ん

周辺
しゅうへん

地区
ち く

栃木
と ち ぎ

県　宇都宮
う つ の み や

市
し

令和６年１月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 553 ha

令和 2 年度　～ 令和 6 年度 令和 2 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 栃木県 宇都宮市 宮原運動公園周辺地区

計画期間 交付期間 6

宮原運動公園周辺における，既存ストックを活用した誰もが気軽で快適に利用できる公園づくりによる，安全で快適な住環境を有した居住地の形成

　本市においては，「総合計画」や「都市計画マスタープラン」において，本市のこれまでの成り立ちや，地域の歴史・文化・コミュニティなど，市内それぞれの地域が持つ個性や特性を活かしながら，今後の人口規模・構造や都市活動に見合った都市の
姿として「ネットワーク型コンパクトシティ」を都市空間形成の理念に掲げ，各地域において市民の日常生活を支える様々なまちの機能が充実した拠点を形成し，その利便性が共有・利活用できるよう，拠点間や拠点とその周辺が公共交通などのネット
ワークで結ばれたまちの実現を目指している。
　また，これまでの都市の成り立ちや広域的役割等を踏まえ，人口減少や少子・超高齢社会に対応した都市の姿として「ネットワーク型コンパクトシティ」を都市づくりの理念とし，市内の各地域に定めた身近な拠点等において，市民の生活を支える都
市機能を誘導・充実するとともに，都市構造の骨格として拠点間の機能連携・補完や他圏域との広域的連携を図る交通ネットワークの形成・強化を進め，拠点や公共交通園などに居住を誘導・集約することなどにより，市民生活に必要な機能の充足
と，持続可能な都市の実現を目指している。

・本計画地区は，都市拠点地区から南西約4kmに位置し，ＪＲ鶴田駅，東武南宇都宮駅・江曽島駅の３つの駅に隣接しているとともに，周囲には国道４号や主要地方道宇都宮栃木線が通るなど，交通利便性の高い地区であり，また図書館，文化施
設，大規模小売店舗や病院，各種学校等教育施設が立地するなど生活利便性も高く，居住に適した重要な市街地である。
・また，「立地適正化計画」において都市機能誘導区域（江曽島駅周辺エリア，南宇都宮駅周辺エリア）を地区内に定めているとともに，地区内全域が居住誘導区域となっており，地域コミュニティや都市機能を持続的に確保するため，本市全体として
人口減少を迎えた中にあっても居住を誘導し，人口密度を維持・確保していく必要がある。
・これらのことから，本計画地区については，少子超高齢社会に対応し高齢者をはじめ誰もが気軽に外出でき，子育て世代にも魅力ある住環境を効率的・安定的に維持・確保していくため，既存ストックを活用した緑と憩いの拠点の整備や，誘導施設
へのアクセス性の向上や，安全で快適な歩行空間・自転車走行空間の確保などによる住環境整備が求められている。
・この様な中，本計画地区内を誘致圏域とする地区公園である「宮原運動公園」においては，昭和37年の開設以降，野球場を中心にテニスコートや屋外バレーボールコート，弓道場などを有し，地域住民のスポーツレクリエーション活動を支えるととも
に，地域コミュニティの促進や交流の場として活用されてきたところである。しかしながら，施設の著しい老朽化に加え，高齢化をはじめとした社会環境の変化やそれに伴うスポーツニーズの変化に対応していないことから，利用者が減少しており，従
来の機能が確保されていない現状にある。
・この様な状況を踏まえ，本地区における公園整備により，快適な住環境を有した居住地の形成を図るもの。

・本計画地区内を誘致圏域とする地区公園である「宮原運動公園」について，社会環境やスポーツニーズの変化に対応し，子育て世代から高齢者まで誰もが気軽に利用でき，地域住民のスポーツレクリエーション活動や健康づくりの場となるととも
に，地域コミュニティの維持と多世代間交流が図られる，緑と憩いの拠点としての再整備が求められている。
・住民が交流し憩うことができる身近な公園として，地区内のその他の公園整備やバリアフリー化が求められている。

【総合計画】
・本市では，「第６次宇都宮市総合計画（平成30年3月策定）」において，土地利用の適正化と拠点化の促進により都市のコンパクト化を図るとともに，拠点間における機能連携・補完，他圏域との広域的連携交流のため道路や交通の「ネットワーク化」
を促進し，これからの人口規模・構造や都市活動に見合った都市の姿である「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指している。
・本地区においても，既存ストックを効率的に活用しながら市民のレクリエーションや地域コミュニティ形成の場となる緑と憩いの拠点を整備することで，良好な住環境を有した居住地形成を図ることとしている。



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 H30 R6

％ H30 R6

％ H30 R6

・本計画地区は，鉄道駅や国県道といった交通の結節機能，大規模小売店等の商業施設を中心とした経済機能，図書館，高校，体育館等の公共公益機能を有しているなど，都市機能が集積する地区であり，高齢化の傾向も見られるが，全市的な少
子化の中において，子育て世代も多く居住する地域である。
・こうした中で，本市の拠点的な公園である宮原運動公園を新しい社会環境やスポーツニーズに見合う公園に再整備し，地域コミュニティの維持・増進機能の強化を図るとともに，貴重な都市の緑を保全し，快適で良好な住環境を確保していく。

・市民のレクリエーションや地域コミュニティ形成の場となる緑と憩いの拠点として，安全で快適な住環境を有した居住地形成のため，市民が交流し憩うことができる身近な公園や周辺道路等を整備する。

都市再生土地区画整理事業や市街地再開発事業の特例を受ける場合は当該事業の概要、位置づけを記載。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

宮原運動公園利用者数の増加 公園利用者数
公園の再整備により，ニーズに即した機能が配置されることで，利
用者数の増加が見込まれる。

9,661 16,000

宮原運動公園の利用者満足度の
増加

公園利用者へのアンケート調査
公園の再整備により，魅力的な機能が配置されることで，利用者
の満足度の増加が見込まれる。

87% 90%

地区内人口割合 本市全体に対する計画地区内の人口割合
住民の憩いの場となる公園の整備や関連事業の進捗により，良
好な居住環境が形成され，人口が維持されることで，地区内人口
割合が増加することが見込まれる。

5.14 5.21



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

【官民連携事業】
※都市再生整備計画区域内で、道路占有特例、河川敷地占有、歩行者経路協定、都市利便増進協定を活用する場合には記載する。

方針に合致する主要な事業
【地区公園の再整備による地域コミュニティの維持と多世代間交流の促進】
・「立地適正化計画」における都市の目標にある，生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保された魅力的で快適な都市空間が確保されるよう，社
会環境やスポーツニーズの変化に対応して，子育て世代から高齢者まで誰もが気軽に利用でき多世代間交流が図られるとともに，地域住民のレクリ
エーション活動等の場となる公園の整備を推進することで，地域コミュニティの形成の場となる緑と憩いの拠点づくりを図る。

宮原運動公園再整備（基幹事業/公園）
宮原運動公園案内板整備（基幹事業/地域生活基盤施設）

【バリアフリー化等による身近な公園の整備】
・「立地適正化計画」における都市の目標にある，高い利便性が得られる拠点等に居住が集約した都市及び環境にやさしい持続可能で効率的な都市運
営を実現させるため，老朽化しているとともにバリアフリー化が図られていない公園トイレの改築，市民ニーズに合った多機能な遊具への更新，園内の
照明施設の再配置やLED化により，市民が交流し憩うことができる身近な公園づくりを推進する。

陽南第１公園改修（基幹事業/公園）
陽南第２公園改修（基幹事業/公園）

【快適なスポーツ活動環境の整備によるスポーツレクリエーション活動や地域コミュニティ形成の促進】
・「立地適正化計画」における都市の目標にある，生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保された魅力的で快適な都市空間が確保されるよう，地
区内の市民体育館のトイレのバリアフリー化を行うことで，子どもから高齢者まで誰もが安全で快適にスポーツ活動を行うことのできる環境を整備し，ス
ポーツレクリエーション活動や，地域コミュニティ形成の促進を図る。

明保野体育館改修（提案事業/地域創造支援事業）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

公園 宇都宮市 直 50,134.32㎡ 平成29年度 令和6年度 令和2年度 令和6年度 3,164 2,485 2,485 2,485 7.2

公園 宇都宮市 直 25,107㎡ 令和3年度 令和3年度 令和3年度 令和3年度 59 59 59 59

公園 宇都宮市 直 10,718㎡ 令和4年度 令和4年度 令和4年度 令和4年度 18 18 18 18

地域生活基盤施設 宇都宮市 直 1か所 令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度 2 2 2 2

合計 3,243 2,564 2,564 0 2,564 7.2 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

宇都宮市 直 1,721.96㎡ 令和5年度 令和6年度 167 167 167 167

合計 167 167 167 0 167 …B

合計(A+B) 2,731
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
宇都宮市 国土交通省 1,225ｍ ○ 令和2年度 令和5年度 3,287

宇都宮市 国土交通省 1,450ｍ ○ 令和2年度 令和4年度 22

合計 3,309

交付対象事業費 2,731 交付限度額 1,238.2 国費率 0.453

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
宮原運動公園

陽南第１公園

陽南第２公園

宮原運動公園案内板

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

明保野体育館改修事業 明保野体育館

事業活用調
査

規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

街路事業 3・4・112号　鶴田宝木線

道路事業（自転車走行空間整備） 市道125号線，市道6378号線



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　宮原運動公園周辺地区（栃木県宇都宮市） 面積 553 ha 区域
宇都宮市明保野町，滝の原１，２，３，８丁目，宮原４，５丁目，日の出２丁目，吉野２丁目，
弥生１，２丁目，新町１丁目，花房２，３丁目，不動前１～５丁目，大和１～３丁目，大塚町，
八千代２丁目，宮本町，陽南２～４丁目，鶴田町，西川田町の一部

計画区域
都市機能誘導区域
居住誘導区域

宮原公園周辺地区 ５５３ｈａ

大型商業施設

小学校

中学校

高校

市文化センター



様式（１）-⑦-１

公園利用者数 9,661人 （平成30年度） → 15,000人 （令和6年度）

公園利用者へのアンケート調査 （利用者満足度） 87% （平成30年度） → 90% （令和6年度）

地区内人口割合 5.14 （平成30年度） → 5.21 （令和6年度）

宮原公園周辺地区（栃木県宇都宮市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標
宮原運動公園周辺における，誰もが気軽にかつ快適に利用できる公園づくりによ
る，良好な居住空間の形成

代表的な
指標

基幹事業 公園
宮原運動公園整備事業

基幹事業 公園
陽南第１公園改修事業

基幹事業 公園
陽南第２公園改修事業

提案事業 地域創造支援事業
明保野体育館改修事業

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

関連事業（街路）
３・４・１１２号 鶴田宝木線

関連事業（道路）
自転車走行空間整備事業

基幹事業
地域生活基盤施設
案内板整備

16,000人


